
（別紙） 

新型コロナウイルス感染症医療従事者向け宿泊施設確保事業概要 

 

1 事業目的 

県内における適切な医療提供体制を確保するため、新型コロナウイルス感染症に対応する医療

従事者の宿泊施設を確保する取組へ補助し、医療従事者の宿泊利用経費を支援する。 

 

2 事業概要 

新型コロナウイルス感染症に対応する医療従事者が、所属する医療機関の指定する宿泊施設を

利用する場合に宿泊に要する経費（消毒経費含む）の全部又は一部を支援する。 

(1) 新型コロナウイルス感染症患者等の対応のため業務が深夜に及んだ場合 

(2) 基礎疾患を有する家族等と同居しているため帰宅が困難な場合等 

 

3 対象医療機関 

感染症指定医療機関・感染症協力医療機関及び知事が認める医療機関 

※「知事が認める医療機関」には PCR 検査に従事する医療従事者が所属するクリニック 

等も含みます。 

 

4 対象医療従事者 

医師、看護師、臨床工学技士、その他新型コロナウイルス感染症に対応する医療従事者で

知事が認める者（基本的には、防護服等を着用し、感染の恐れのあるエリア（レッドゾーン）

等で直接 PCR 検査や治療等に携わる医療従事者） 

※常勤・非常勤職員を問いません。ただし、医療機関が、支援対象者（宿泊施設の利用が 

必要）であることを証明できることが必要です。 

 

5 対象期間 

令和４年４月１日から令和４年７月３１日までで、実際に新型コロナウイルス感染症に対

応する業務が生じた日以後の宿泊施設利用に係る宿泊経費を支援します。 

既に精算済みの宿泊利用に対し支援を受ける場合には、医療機関があらかじめ利用を了承

していた（宿泊施設が特定されていた）ことが必要です。 

 

  



6 支援額 

 

7 利用申し込み手続き 

本事業では、医療機関が予め宿泊施設を指定しておく必要があります。 

その上で、指定様式を活用いただき手続きを行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援上限額（基準額） 

① 宿泊（ホテル・旅館等） 
１人１泊につき、7,000円（基準額の範囲であれば、食事、駐車場料金を含めても構わない） 

 
② ウィークリー・マンスリーマンション等 

１人１泊につき、3,000円 
（基準額の範囲内であれば、駐車場料金を含めても構わない） 

 
③ 賃貸（アパート等） 

１室１月につき、50,000円 
 

④ 消毒経費 
  陽性患者となった医療従事者（１名）の利用１室につき、知事が必要と認めた額。 
  経費については、個別調整を要する。 
 

 



詳しくは県医師会のホームページを御覧ください。


